様式第３号（要綱第６条）
番号
年月日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　様

香川県知事　　　　　　　　
　

年度園芸産地気候変動対応支援事業費補助金の交付決定について（通知）

年　月　日付けで申請のあった　年度園芸産地気候変動対応支援事業費補助金については、同事業費補助金交付要綱第６条の規定に基づき、次のとおり交付することに決定したので通知します。

記

１　補助金交付の対象となる事業は、　年　月　日付けで申請のあった園芸産地気候変動対応支援事業とし、その内容は当該申請書記載のとおりとする。

２　補助金の額は、次のとおりとする。
　　ただし、補助事業の内容が変更された場合における補助金の額については、別に通知するところによるものとする。
補助事業に要する経費　　　円
補助金　　　　　　　　　　円

３　補助金交付の条件は、別記のとおりとする。
                                                                 


別記

　補助金交付の条件

１　補助事業者は、香川県補助金等交付規則（平成１５年香川県規則第２８号、以下「規則」という。）のほか、この補助金の交付要綱に従わなければならない。
２　補助事業者は、補助事業により取得し又は効用の増加した財産については、補助事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って、その効率的な運営を図らなければならない。
３　補助事業者は、補助事業を中止し又は廃止しようとする場合には、あらかじめ知事の承認を受けなければならない。
４　補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに知事に報告してその指示を受けなければならない。
５　補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に対して報告を求め、又はその事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問するものとする。
６　補助事業者は、補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額（その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額）につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を県に納付しなければならない。
また、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を県に納付しなければならない。
ただし、やむ得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。
７　補助事業者は、規則第５条の２各号のいずれにも該当してはならない。
